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第３９回公正取引委員会契約監視委員会議事概要 

 

 

１ 日時 令和７年３月４日（火）１０：００～１１：４５ 

 

２ 場所 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟１１階 公正取引委員会 大会議室 

 

３ 出席者（Ｗｅｂ形式にて出席） 

 （委員）池谷委員、中村委員、南島委員 

 

４ 議事概要 

（１）開会 

（２）調達案件の審議 

 令和６年４月１日から令和６年９月３０日までの間に締結した契約のうち、各

委員が抽出した調達案件３件及び継続一者応札案件１件について審議が行われた。

審議の概要は別紙のとおり。 

（３）閉会 

 

  



2 

別紙 

意見・質問 説明・回答 

１ 令和６年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達（その１１）〔一般競

争入札〕 

本件について、３点質問したい。第１に予定価

格はどのように作成したか。また、なぜ本件は落

札率が１００％となったのか。第２に本件ソフ

トウェアのライセンス使用期間は納品日から１

年間であるが、今後も本件ソフトウェアを使用

する予定か。第３に本件のようなソフトウェア

を調達する場合、使用者側の利便性やスイッチ

ングコストを踏まえると別のソフトウェアに変

更することが難しいように考えるがいかがか。 

１点目については、本件ソフトウェアを日本

で扱っているのは、落札業者とその代理店であ

る。予定価格作成にあたって、複数者に参考見積

を依頼したが、応じていただいたのは１者のみ

であった。そのため、当該見積を参考に予定価格

を設定した。このような経緯で予定価格を設定

したが、結果として入札価格と同一となり落札

率が１００％となった。 

２点目については、今後も引き続き本件ソフ

トウェアを使用していく予定である。 

３点目については、ソフトウェアの切り替え

は、コストがかかるため、コンサルタントを入れ

て検証・助言を得ることとしている。その結果、

従前のソフトウェアだと本件ソフトウェアより

３倍程度の価格となることを踏まえ、切り替え

を行ったものである。今後も、本件ソフトウェア

に限らず、同等のソフトウェアを提供できる事

業者がいれば、最適な事業者から調達していく

予定である。 

従前のソフトウェアだと本件ソフトウェアよ

りも３倍程度価格が高くなるとのことである

が、機能の強化や、アフターサービスが向上する

などがあるのか。 

サポート面は同等であるが、従前のソフトウ

ェアの方が、当委員会にとって必要か否かは別

として機能が多い分、高額になっていると理解

している。 

本件ソフトウェアを取り扱う事業者は固定化

されているところ、一般競争入札による調達方

法が適切といえるのか。 

取り扱える事業者は少ないものの、複数者存

在するので、そこは一般競争入札とせざるを得

ないと考えている。 

応札した３者の入札額の差異はどのような理

由があると考えているか。 

落札業者が１次販売店で、他の２者は、落札業

者の価格に自社の利益を上乗せして価格設定を

していると思われる。落札業者が２者に対して、

入札額より安く販売していれば、２者が落札す

る可能性もあると考えている。 

貴委員会にもＰＭＯがいると聞いているが、

ＰＭＯを中心として他省庁と情報交換をするな

非公式であるが定期的に捜査機関等と情報交

換は行っている。 
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どの機会は設けられているのか。 

コンサルタントを使うことも大事だが、省庁

間の情報連携も同程度に力を入れるべきと考え

る。 
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意見・質問 説明・回答 

２ 電子証拠解析ソフトウェアの移行に向けたコンサルティング業務〔一般競争入札〕 

本件について、３点質問したい。第１に本件の

落札率が高いところ、予定価格は、どのように作

成したか。第２に入札説明書交付者数は、１０者

であるが入札者数が１者であるのはなぜか。第

３に調達仕様書には「令和７年度以降に更改を

予定しているところ」とあるが、電子証拠解析ソ

フトウェアの全体像について教えていただきた

い。 

１点目について、参考見積は落札業者のほか

にもう１者から提出されたが、価格が高く予算

額を超えている状況であったため、予算額で予

定価格を算出したものとなる。２点目について、

入札説明書交付者数１０者の中には、落札業者

のほか、入札情報を集めるために入札説明書を

ダウンロードする事業者も存在する。入札説明

書交付者に対して、なぜ入札に参加しなかった

か確認したところ、１社から回答があり、機密保

持誓約書を作成した上で仕様書を受け取っても

入札するための準備に十分な期間が確保できな

かったという理由を挙げていた。 

入札準備期間が短かったとのことであるが、

公告から入札までの期間が短かったのか、それ

とも事業者の言い分にすぎないのか。 

本件は、政府調達案件のため、５０日の公告期

間を設けており、応札に要する準備期間は十分

にあったと考えている。なお、当該事業者は、入

札説明書のダウンロードも公告後早期に行って

いる。 

一つ目の案件であるソフトウェアの調達につ

いては、非公式であるが他省庁と情報共有・連携

を図りつつ、本件の調達においてコンサルタン

トの意見も取り入れて電子証拠解析ソフトウェ

アに移行していくというイメージでよいか。 

御認識のとおりである。コンサルタントの助

言を取り入れることで、第三者の意見を反映さ

せて、競争性を確保するために様々な者が入札

に参加できるような仕様としている。 

電子証拠解析ソフトウェア関連の調達は高額

になることから、他省庁との情報共有・連携にも

力を入れていただければと思う。 

 

本件コンサルタント業務の成果物について、

発注者として成果物の品質の担保をどのように

考えているか。 

契約期間が令和７年３月３１日までとなるた

め、最終的な成果物は、まだ提出されていない

が、コンサルタントとは月に１度進捗状況を確

認し、成果物についても都度打合せを行ってい

る。また、システムの構築業者からも並行して参

考見積をもらっているので、その情報もコンサ

ルタントに共有しながら、当委員会・コンサルタ

ント・システム構築業者の３者で情報交換をし

ながら最適な調達ができるよう調整している。 
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電子証拠解析ソフトウェア関連の調達で反省

点や課題はあるか。 

システムの中核を担うソフトウェアの更改を

先に行ったことが大変だった反面、システム全

体の仕様を考える上では大変参考になったと考

えている。 
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意見・質問 説明・回答 

３ クラウドＰＢＸサービス及び電話回線等の提供〔一般競争入札〕 

本件は契約金額が予定価格より大幅に低かっ

たが低入札価格調査とはどのようなものか。ま

た、低入札価格となった理由は何か。 

低入札価格調査は、予定価格（消費税及び地方

消費税相当額を含む。以下同じ。）が１０００万

円を超える物件についての請負契約について適

用され、予定価格の２分の１を低入札価格基準

額としている。具体的な調査としては、事業者に

対し、当該価格で入札した理由書、積算内訳書、

同種案件の受注実績、決算報告書、契約した場合

の工程表、業務体制を提出させた。その後、提出

資料に基づき、ヒアリングを実施し、本件契約に

ついて履行可能か判断したところである。 

低入札価格となった理由としては、全国に拠

点を有する府省庁においてクラウドＰＢＸサー

ビスを導入するのは初めてであり、本件落札業

者にとって、重要なプロジェクトと位置付け実

績を作るため、戦略的に受注したとの説明があ

った。なお、本件の落札価格は参考見積よりもか

なり低い価格となっているが、参考見積が高く

なった理由としては、参考見積の性質上サービ

スの提供に係る最大額を想定して作成したこ

と、設備が整備されていない地域の設備費など

参考見積加えたことを挙げていた。 

同社の経営状況、業務体制等に問題がないと

判断し、本件契約を締結した。 

履行中の事業者の対応はどうだったか。 非常に満足している。導入の構築段階でも定

例会議により密に情報交換を行っていたが、構

築時には想定外の問題も発生したが迅速に対応

していただき、会社としても本件に力を入れて

くれていると感じた。 

本件は新たな取組であり、自分たちの働き方

にどれだけ適合するか分からない状況の中で、

クラウドＰＢＸサービスを全国展開する府省庁

の先駆けになれたのは良かったと感じている。 

 

従来の回線に比べて、本件の通話の品質・コス

トはどうか。 

通話の品質は、従来のアナログ回線に比べる

と劣るように感じている。ただ、これはクラウド
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ＰＢＸの問題というよりは、庁内のネットワー

ク環境に依拠するところが大きい。仕様書にお

いて、直近３年間の稼働率が通話機能において

９９．９９％以上である条件を設けているとこ

ろ、利用者側のサーバやネットワークのスペッ

クにより、音声が遅れるなど生じてしまうが、そ

こは情報システム室とも連携し対応している。

また、来年度に予定する庁舎移転後は、ＧＳＳネ

ットワークとなり、現在よりも格段にネットワ

ーク環境の改善が見込まれることから、通信問

題はなくなると考えている。 

コストについては、来年度にならないと実績

は把握できないが、アナログ回線の通話料は距

離に応じて料金が高くなる一方、クラウドＰＢ

Ｘは距離に関係なく一定額のため、一般的には

通話料金は安くなると考えている。 

サービスや技術進歩があれば、他社サービス

への切り替えも検討することになると思うが、

切り替えは容易に可能なのか。 

本件調達に際しては、ＩＳＭＡＰの登録を要

件としているところ、切り替えるとすればＴｅ

ａｍｓも候補として挙げられる。コストが安く

抑えられるなどの事情があれば、Ｔｅａｍｓへ

の切り替えもあり得る。 
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意見・質問 説明・回答 

４ 株主支配ネットワーク解析及びサプライチェーンネットワーク解析業務の委託〔一般競争入

札（不落随契）、継続一者応札案件〕 

本件は、入札説明書交付者数が７者であるが、

入札者が１者となっているのはなぜか。 

複数の事業者に説明等を行い、仕様書を検討

いただいたが、求めるレベルを満たすことがで

きたのは、１者のみであった。 

仕様書には、落札業者が提供する技術サービ

スと同等以上の機能を有していることと記載さ

れているが、これは当該技術サービスを想定し

ているのか、または当該技術サービス以外にも

候補があるのか。 

落札業者が提供する技術サービスを例示しつ

つ、同等の機能を有するサービスがあれば是非

入札に参加いただきたいと考えていたためこの

ような記載とした。 

解析業務で利用されるデータは、リアルタイ

ムで更新されるのか。 

データは月末に更新されることから多少のタ

イムラグはある。 

本件のような解析業務は、他府省庁でも必要

とされているのか。 

主に民間企業等で使用されていることが多い

と聞いている。例えば、大企業のように傘下企業

が多すぎて把握が困難な場合に、情報整理のた

めにサービスを利用するケースがある。 

こちら側のニーズを事業者に伝えなければ、

次回の調達につながらない。事業者に対して積

極的に啓蒙して興味をもってもらい入札参加し

てもらうことが重要である。事業者への説明に

際しては１者ずつ行ったのか。 

事業者への説明は、対面やウェブ会議の方法

で１者ずつ行った。 

一者応札を防ぐことを念頭におくと、仕様書

の条件について、「３億社以上のデータベースを

有し」という点は、企業数のオーダーが多いよう

に感じたがもう少し条件を緩和することはでき

ないのか。また、条件を一般化して「企業間のネ

ットワークを可視化する」など緩和することは

できないのか。 

企業結合審査の最初の段階で企業結合集団を

把握する必要があり、また、企業結合審査の中で

市場を確定させるためにも、それなりの取引数

を把握できるようにすることは重要である。と

はいえ、令和７年度も引き続き発注する場合に

は、ご指摘を踏まえ、企業数を減らすことができ

ないか、また、条件をもう少し抽象化できないか

改めて検討したい。 

 


